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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 監 視 対 象 に 取 り 付 け ら れ 、 監 視 対 象 に お け る 状 態 値 を 計 測 す る 計 測 手 段 と 、
　 障 害 の 発 生 の 通 知 に 伴 っ て 、 ユ ー ザ に 障 害 の 発 生 を 報 知 す る 報 知 手 段 と 、
　 障 害 の 発 生 の 通 知 に 伴 っ て 、 障 害 の 発 生 を 記 録 す る 記 録 手 段 と 、
　 前 記 計 測 手 段 が 計 測 し た 状 態 値 を も と に 、 監 視 対 象 に 障 害 が 発 生 し た か 否 か を 判 断 し 、
障 害 が 発 生 し た と 判 断 し た 場 合 に 前 記 報 知 手 段 と 前 記 記 録 手 段 と に 障 害 の 発 生 を 通 知 す る

デ ー タ 収 集 手 段 と 、 を 備 え
　 前 記 デ ー タ 収 集 手 段 は 、 障 害 の 発 生 を 通 知 す る 際 に 、 他 の デ ー タ 収 集 手 段 と 自 身 と を
識 別 す る た め の 識 別 情 報 を さ ら に 通 知 す

態 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 報 知 手 段 は 、 ユ ー ザ に 対 し て 、 障 害 の 発 生 を 報 知 す る た め の 電 子 メ ー ル を 送 信 す る
請 求 項 １ に 記 載 の 状 態 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 監 視 対 象 に 取 り 付 け ら れ 、 監 視 対 象 に お け る 状 態 値 を 計 測 す る 計 測 手 段 と 、
　 障 害 の 発 生 の 通 知 に 伴 っ て 、 ユ ー ザ に 障 害 の 発 生 を 報 知 す る 報 知 手 段 と 、
　 前 記 報 知 手 段 か ら の デ ー タ 要 求 を 他 の 手 段 へ 中 継 す る 中 継 手 段 と 、
　 前 記 報 知 手 段 か ら の 直 接 の デ ー タ 要 求 を 許 可 せ ず 、 前 記 中 継 手 段 に よ っ て 中 継 さ れ た デ
ー タ 要 求 を 許 可 し 、 前 記 計 測 手 段 が 計 測 し た 状 態 値 を も と に 、 監 視 対 象 に 障 害 が 発 生 し た
か 否 か を 判 断 し 、 障 害 が 発 生 し た と 判 断 し た 場 合 に 前 記 報 知 手 段 と 前 記 記 録 手 段 と に 障 害
の 発 生 を 通 知 す る デ ー タ 収 集 手 段 と 、
を 備 え る 状 態 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 報 知 手 段 は 、 ユ ー ザ に 対 し て 、 障 害 の 発 生 を 報 知 す る た め の 電 子 メ ー ル を 送 信 す る

複 数 の

複 数 の 、
各

る
状



請 求 項 ３ に 記 載 の 状 態 監 視 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 複 数 の 前 記 デ ー タ 収 集 手 段 及 び 前 記 計 測 手 段 を 備 え 、
　 前 記 デ ー タ 収 集 手 段 は 、 障 害 の 発 生 を 通 知 す る 際 に 、 他 の デ ー タ 収 集 手 段 と 自 身 と を 識
別 す る た め の 識 別 情 報 を さ ら に 通 知 す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 状 態 監 視 シ ス テ ム 。
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